
 

児童相談課 

 

議案第１０６号 

港区一時保護施設の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する

条例について 

 

国の「一時保護施設の設備及び運営に関する基準」（令和６年内閣府令第２７号）

の一部改正を踏まえ、港区一時保護施設の設備及び運営に関する基準を定める条例

（令和６年港区条例第３２号。以下「条例」といいます。）の一部を改正します。 

 

１ 改正理由 

虐待を受けた児童等への対応の強化等を図るため、保育所等の職員による虐待に

関する通報義務等を定める児童福祉法の改正が行われました。 

また、一時保護施設に配置される児童指導員について、その資質の向上とともに

専門性の確保を図るため、資格要件を見直す省令改正が行われました。 

これらを踏まえ、条例の一部を改正します。 

 

２ 改正内容 

（１）こども家庭ソーシャルワーカーの資格を有する者を、児童指導員として任用す

ることができることとします。 

（２）条例で引用している児童福祉法の条項番号を変更します。 

 

３ 施行期日 

（１）令和８年３月１日 

（２）公布の日 

令和７年１２月１日 資料№３ 
保 健 福 祉 常 任 委 員 会 
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令和７年１２月１日  資料№３－２
保  健　福  祉  常　任 委 員　会
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